
～軽自動車税（種別割）の減免制度のお知らせ（公益、その他）～ 
 

 公益のために直接専用される軽自動車又は身体障がい者等の利用に供するための構造を有する軽自動車に

ついては、軽自動車税（種別割）の減免制度があります。以下のとおり、期限内に申請をしてください。 

今年度も引き続き、”郵送での申請”も受け付けます。いずれかの方法で御申請ください。 

 

◎申請方法 

 ○郵送で申請する場合 

   申請期間：令和６年５月１日（水）～令和 6 年５月２４日（金）必着 

   郵 送 先：〒252-8566 神奈川県座間市緑ケ丘一丁目１番１号 座間市市民税課市民税係 宛 

 

 ○窓口で申請する場合 

   申請期間：令和６年５月１日（水）～令和 6 年５月２４日（金） 

   受付窓口：座間市役所 市民税課（２階） 

 

◎必要書類等 

・軽自動車税（種別割）減免申請書（公益、その他）  

・納税通知書 ※申請前に納付はしないでください 

・自動車検査証又は標識交付証明書 ※郵送の場合は写し 

・構造変更箇所が分かる写真 ※構造による減免申請の場合のみ 

 

 ◎減免の対象となる軽自動車等 
 毎年４月１日を基準日として、次の表に該当する軽自動車等で、障がいのある方のために使用されるもの

が対象となります。 

 

対 象 要 件 

もっぱら公益のために使用する軽自動車等 

 

公益法人などが、その目的を達成するために使

用するもの 

もっぱら障がい者の方が利用するために改造さ

れた軽自動車 

車検証に「障害者輸送車」、「入浴車」、「車いす

移動車」等と記載されているもの 

 

◎注意事項 

 ・減免は、毎年申請手続きが必要です。（減免の要件に該当しない場合は、申請書の提出は不要です。） 
  

・普通自動車等の減免は、厚木県税事務所へお問い合わせください。 

⇒厚木県税事務所 電話０４６－２２４－１１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

座間市役所 市民税課 

電話０４６－２５２－８００４（直通） 



軽自動車税（種別割）減免申請書 

 

年  月  日  

座間市長 宛て 

（納税義務者）                       

住  所 
 〒 

氏  名  
                   

電話番号   

法人番号         

 

座間市市税条例第３３条の規程により、軽自動車税の減免を申請します。 

車両 

（標識）番号 

☑相模 

□１相模 

□座間市 

税額 円 

納期限 令和６年５月３１日 

軽自動車の 

所有者 

（氏名等） 

添付した車検証等に同じ 

申請理由 

及び 

添付資料 

次の書類を必ず添付してください。 

☑ 公益のために直接専用する軽自動車等 

☑車検証の写し   ☑納税通知書 

 

□ その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等 

□車検証の写し    □納税通知書  □構造変更箇所が分かる写真  

  

[市記入欄] ※記入しないでください 

□記入漏れなし          □添付資料あり 

□特記事項（                                      ） 

 

記入例 

令和〇年〇月〇日 

① 申請日を記入する。 

〒252-0021 座間市緑ケ丘 1-1-1 

公益社団法人〇〇 

代表 座間 太郎    

13桁の番号 

000-000-0000 

②納税義務者（納税通知書の宛

名の方）の住所等を記入する。 

580あ〇〇〇〇 

③ナンバープレートの番号を記入する。 ④納税通知書に記載された税額を記入する。 

７，２００ 

⑤申請の理由にチェックを入れ、添付資料が揃っているか、 

申請前に最終確認をしてください。 


